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サ
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指
定
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護
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ビ
ス
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業

者
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護
予
防
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ー
ビ
ス
事
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を

行

う
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又
は

氏
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た
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の
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在
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は
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社
会
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祉
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和
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都
中
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橋
馬
喰
町
一
丁

目
五
の
六

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー
ひ
ま

わ
り

八
戸
市
江
陽
二
丁

目
一
三
の
三
六

平
成

��

･

��･

�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
	



�
�



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



( )

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
九
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
青
森
港
湾
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

一
級
水
準
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
青
森
港
港
内

青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
号

建
築
基
準
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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公

告
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模
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の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
八
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
四
月
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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株
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会
社
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ド
・

ア
イ
ズ
建

築
検
査
機

構

東
京
都
新
宿
区

百
人
町
二
丁
目

一
六
の
一
五

一

東
京
都
新
宿
区
百

人
町
二
丁
目
一
六
の

一
五

Ｍ
・
Ｙ
ビ
ル

三
階

二

福
島
県
郡
山
市
喜

久
田
町
字
松
ヶ
作
一

六
の
一
四
一

三

宮
城
県
仙
台
市
青

葉
区
中
央
一
丁
目
二

の
三

仙
台
マ
ー
ク

マ
ン
一
九
階

平
成
二
十
五
年

十
一
月
二
十
一

日

平
成
二
十
五
年

十
一
月
二
十
二

日

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

(

仮
称)

メ
ガ
弘
前
城
東
北
店

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
四
の
一

〇

メ
ガ
城
東
北
店

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
四
の
一

〇

平
成
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��･
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一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
新
小
中
野
店

八
戸
市
小
中
野
三
丁
目
二
四
の
七
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

む
つ
Ｍ
＆
Ｄ
モ
ー
ル

む
つ
市
中
央
二
丁
目
六
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

大
湊
興
業
株
式
会
社

む
つ
市
中
央
二
丁
目
一
三
の
一
四

代
表
取
締
役

濱
崎
正
明

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
む
つ
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
む
つ
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

佐
藤
建
築

二

氏
名

佐
藤

秀
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
手
倉
橋
字
内
山
七
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
三
〇
〇
四
〇
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
左
官
、
と
び
・
土
工
、
石
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
鋼
構
造

物
、
鉄
筋
、
板
金
、
塗
装
、
内
装
仕
上
、
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

収

用

委

員

会
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( )

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
付
け
裁
決
書

(

青
収
委
第
三
十
四
号)

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
ま
す
。

別
表

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
般
国
道
四
十
五
号
改
築
工
事

(

八
戸
・
久
慈
自
動
車
道
・
青
森
県
八
戸
市
大
字
是
川
字
権
現

堂
向
地
内
か
ら
同
市
大
字
十
日
市
字
登
手
地
内
ま
で
、
同
市
大
字
金
浜
字
中
渡
地
内
か
ら
青
森
県

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
横
沢
山
地
内
ま
で
及
び
同
町
大
字
道
仏
字
天
当
平
地
内
か
ら
同
町
大

字
道
仏
字
鹿
糠
地
内
ま
で)

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所
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氏
名

住
所

氏
名
不
詳
(Ａ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｂ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｃ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｄ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｅ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｆ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｇ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｈ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｉ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｊ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｋ
)

住
所
不
明

氏
名
不
詳
(Ｌ
)

住
所
不
明



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

別
表
１
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
､
地
番
､
地
目
及
び
地
積
等

別
表
２
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所
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地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

現
況
公
簿
実
測

収
用
し
よ
う
と

し
､
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
(㎡
)

青
森
県
三
戸
郡
階
上

町
大
字
道
仏
字
横
沢

山
１
番
175

公
衆
用

道
路

公
衆
用

道
路

121
124.61

88.23

青
森
県
三
戸
郡
階
上

町
大
字
道
仏
字
横
沢

山
１
番
185

公
衆
用

道
路

公
衆
用

道
路

171
169.28

104.25

氏
名

住
所

持
分
５
分
の
１

株
式
会
社
第
一
商
運

住
所
不
明
た
だ
し
､
閉
鎖
商
業
登
記
簿
上
の
住
所

青
森
県
三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
蒼
前
９
番
地

1666

持
分
５
分
の
１

有
限
会
社
中
沢
運
輸

青
森
県
八
戸
市
南
郷
区
大
字
市
野
沢
字
黒
坂
11番
地

持
分
５
分
の
１

沼
畑
孝

埼
玉
県
和
光
市
新
倉
二
丁
目
６
番
38号

カ
ー
ム
コ

ー
ポ
201

持
分
15分
の
２

カ
ク
イ
貨
物
急
送
有
限
会
社

青
森
県
八
戸
市
江
陽
四
丁
目
５
番
１
号

持
分
15分
の
１

株
式
会
社
山
憲
運
輸

住
所
不
明
た
だ
し
､
商
業
登
記
簿
上
の
住
所

青
森
県
八
戸
市
江
陽
四
丁
目
７
番
23号

持
分
10分
の
１

小
笠
原
雄
一

青
森
県
八
戸
市
小
中
野
二
丁
目
12番
１
号

持
分
10分
の
１

小
笠
原
丈
治

青
森
県
八
戸
市
小
中
野
二
丁
目
９
番
20号

小
笠
原

荘
105号


